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１．繰下げ制度とは

65歳から受け取ることができる老齢年金（老齢基礎年金・老齢厚生年金）は、65歳で受け取らずに
66歳から75歳までの間で繰下げて受け取ることにより、増額された年金を受け取ることができます。
これを「繰下げ受給」といいます。
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65歳
老齢年金を受け取る権利が発生

66～75歳

年金を受け取らない期間（繰下げ待機期間） 老齢年金（本来の年金額）

年金を繰下げ請求

繰下げによる増額部分（繰下げ加算額）

＜繰下げ受給のイメージ＞

増額部分は生涯にわたって加算される
繰下げた期間に
応じて増額

受給開始時期を自由に選択
老齢基礎年金と老齢厚生年金はそれぞ
れ繰下げ時期を選択することが可能。

（１）制度の概要

（２）受給開始時期

繰下げ受給は、66歳から75歳になるまでの間に請求することができ、繰下げ請求をした月の翌月分
から増額された年金を受け取ることができます。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ繰下げ時期を選択することができます。

65歳
老齢基礎年金と老齢厚生年金

を受け取る権利が発生

70歳

繰下げ待機期間（60月） 老齢基礎年金（本来の年金額）

老齢基礎年金を
繰下げ請求

老齢基礎年金の繰下げ加算額

繰下げ待機期間（120月）

75歳
老齢厚生年金を
繰下げ請求

老齢厚生年金（本来の年金額）

老齢厚生年金の繰下げ加算額
【受取方法の例】

老齢基礎年金を
70歳から受給

老齢厚生年金を
75歳から受給

42％増額

84％増額

（例：９月に繰下げ請求⇒10月分の年金から受取（振込は12月））
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（３）繰下げ加算額の計算方法

繰下げ加算額 ＝ 65歳時点の老齢年金の金額※ × （ 0.7％ × 繰下げた月数 ）
【最大120月】

歳から６６

増額を開始!

UP

歳65 歳70 歳75歳66 歳67 歳68 歳69 歳71 歳72 歳73 歳74

受給開始時期を自由に選択、増額は生涯続きます

【繰下げ受給した場合の年金額の増額例】

65歳時点の年金額が180万円（月額15万円）の場合

本来の
年金額

繰下げ年齢 増額率 増額部分
受給する
年金額

180万円
(月15万円)

66歳 8.4％ 15万円↑
195万円
(月16万円)

～

70歳 42％ 76万円↑
256万円
(月21万円)

～

75歳 84％ 151万円↑
331万円
(月28万円)

※万円未満の端数は、四捨五入しています。

繰下げ加算額（繰下げによる増額部分）は、65歳時点の老齢年金額を基準として、繰下げの請求をした
時期に応じて計算されます。
具体的には、年金の請求をひと月遅らせる（繰り下げる）ごとに0.7％ずつ増額（最大84％増額）します。

【計算式】

【繰下げによる年金の増額イメージ】

※ 年金には、「加給年金」や「振替加算」、「在職していることにより支給が停止される年金額」等、繰下げして
も増額の対象とならないものがあります
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退職後に物価変動等に対応
した定期的な収入として
増額した年金を受け取れます。

ご夫婦で受給の開始時期を別々に
するなど、それぞれの人生設計に
あわせた受給方法を選べます。

【繰下げ受給と年金の累積受給額について】

２．繰下げ制度のメリットと注意事項
（１）繰下げ制度のメリット

【参考】65歳の人の平均余命 ・男性19.85年（84.85歳）・女性24.73年（89.73歳）

65 70 75 80 85 90 95 100

65歳受給 70歳受給 75歳受給

累
積
年
金
額

年齢

繰下げ受給を何歳から始めても、受け取り始めて11年11カ月目以降は、65歳から
受給していた場合と比較して、年金の累積受給額が多くなります。

※ ただし、加給年金や振替加算がある場合は、このとおりではありません。



① 遺族年金などを受け取ることができる場合は、繰下げ受給できません。
遺族年金や障害年金を受ける権利を有した場合、その年金を受ける権利を有した時点で増額率が固定されます。

また、66歳以前に遺族年金や障害年金を受ける権利がある場合は、繰下げ受給自体ができません。

② 繰下げ待機期間中は「加給年金」や「振替加算」を受けられません。
老齢厚生年金を繰下げる場合、繰下げ期間中は「加給年金」は支給されません。

老齢基礎年金を繰下げる場合、繰下げ期間中は「振替加算」は支給されません。

また、加給年金額及び振替加算額は、繰下げによる増額の対象となりません。

③ 年金には、繰下げしても増額の対象とならないものがあります。
在職により支給停止される年金額は、増額の対象となりません。繰下げ期間中に厚生年金保険の被保険者である場合、

65歳時点の老齢厚生年金額から在職老齢年金制度による支給停止額を差し引いた額が、繰下げ増額の対象となります。

④ 共済組合等が支給する老齢厚生年金は、同時に繰下げ受給する必要があります。
日本年金機構から支給される老齢厚生年金を繰下げした場合、共済組合等から支給される老齢厚生年金（退職共済年金）に

ついても繰下げしたことになります。どちらか一方のみを繰下げすることはできません。

⑤ 繰下げによって、年金生活者支援給付金、保険料、税金等に影響がある場合があります。
繰下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合や、年金生活者支援給

付金の支給要件に該当しなくなる場合があります。
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65歳 66歳

繰下げ待機期間

老齢年金（本来の年金額）
繰下げ不可

（65歳にさかのぼって受給）

66歳以前に
遺族年金の権利発生

繰下げ加算額遺族年金の権利発生
時点で増額率が固定

66歳後に
遺族年金の権利発生

65歳

老齢年金（本来の年金額）

繰下げ加算額

加給年金額（振替加算額）加給年金額（振替加算額）支給無し

繰下げ請求

※加給年金額（振替加算額）は増額しない

繰下げ待機期間
（在職中）

65歳

老齢年金（本来の年金額）

繰下げ加算額

繰下げ請求

㋐在職老齢年金制度による停止部分

㋑年金を請求したならば受給できた額

㋑の部分についてのみ増額

加給年金とは
厚生年金等に20年以上加入していた方に、65歳
未満の配偶者又は一定の子を生計維持している
場合に、老齢厚生年金に加算されるもの。

振替加算とは
加給年金の加算対象となっていた方が、65歳
に到達した場合に、老齢基礎年金に加算される
もの。（昭和41年4月1日以前生まれの方に限る。）

在職老齢年金制度とは
老齢厚生年金を受給できる方が厚生年金に加入
した場合、年金額と給与（賞与含む）の合計額
が月額48万円を超えると、老齢厚生年金の一部
または全額が支給停止となる制度

繰下げ待機を続けることはできない

繰下げ待機期間

（２）繰下げ制度の注意点

用語の説明

用語の説明



３．繰下げ受給の手続方法
66歳以降※で繰下げ受給を希望する時期に年金請求書を提出することが必要です。
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65歳
老齢年金を受け取る権利が発生

66～75歳

年金を受け取らない期間（繰下げ待機期間）

年金を繰下げ請求

＜繰下げ受給の手続の流れ＞

老齢基礎年金または老齢厚生年金のいず
れか一方を65歳から受け取る場合は、年
金事務所へ年金請求書を提出します。

冊子タイプ

はがきタイプ

老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方
を繰下げて受給する場合は65歳時
点の手続は不要です。

繰下げ受給を希望
する時期まで待つ

【65歳時点の手続】 【繰下げ請求の手続き】

65歳時に以下のいずれかの老齢年金請求書が
ご自宅あてに送付されます。

老齢年金（本来の年金額）

繰下げ加算額

【年金請求のご案内】

年金事務所へ以下のいずれかの年金請求書を提出します。
手続用紙は年金事務所または日本年金機構ホームページで
取得できます。

年金請求書（冊子タイプ） 繰下げ申出書

＋

年金請求書（繰下げ請求書）

①初めて年金を受給する場合

②一部の年金を既に受給している場合

繰下げ受給の開始時期は、
請求（手続き）の翌月分
からとなります。

※65歳到達後に老齢年金の権利が発生した場合は、権利発生の1年後から繰下げ請求できます。

繰下げ待機中に亡くなられた場合、遺族の方が
繰下げ請求を行うことはできません。遺族の方
は65歳時点の年金額で、亡くなられる前までの
年金（最大5年分）を受け取ることになります。

※厚生年金基金等から年金を
受け取れる場合、厚生年金基
金等の年金もあわせて繰下げ
となります。



【繰下げ請求手続きの留意事項】
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繰下げを希望し、65歳時点では年金の請求を行わなかった場合でも、実際の年金の請求時に繰下げ申
出をせず、65歳時点の本来の年金をさかのぼって請求し、最大5年前までの年金を一括して受け取る
ことも可能です。

繰下げ待機期間※（72月）

65歳
（受給権発生）

70歳

本来の年金額

繰下げ加算額増額

71歳

年金請求（繰下げ）

66歳

繰下げ申出を選択するとき

【年金額】
180万円 ＋ 91万円

（0.7％×72月＝50.4％増額）

＝年額271万円
繰下げ申出の翌月分から受取。

さかのぼって本来の年金を受け取
ることを選択するとき

［例：71歳まで繰下げ待機し、71歳時点で年金の請求をする場合（本来の年金額：年額180万円）］

【年金額】
180万円 + 15万円

（0.7％×12月＝8.4％増額）

＝年額195万円
請求の5年前の日で繰下げ申出
があったものとして５年間分

（975万円）を遡って一括受取。

65歳
（受給権発生）

70歳

本来の年金額

71歳

年金請求

66歳

年金額（５年間分）
195万円×５年間 ＝ 975万円

繰下げ待機期間
※（12月）

繰下げ加算額増額

（繰下げしたものとみなされる日）

5年前の日

特例的な
繰下げみなし増額

（繰下げ加算）

（繰下げ加算）

（本来の年金額）

（本来の年金額）

年金額
271万円

年金額
195万円

71歳から受給開始

66歳にさかのぼって受給開始

※過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響が
ある場合がありますのでご注意ください。

令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ
申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものと
みなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになりました。（特例的な繰下げみなし増額制度）

※万円未満の端数は、四捨五入しています。

ど
ち
ら
か
一
方
の
受
取
方
法
を
選
択



４．老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ
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繰下げ受給を希望され、老齢年金を受給されていない方に対し、ご希望する時期に適切に繰下げ受給でき
るよう、66歳から74歳までの間、毎年「繰下げ見込額のお知らせ」を送付しています。
また、75歳に到達した際には、年金請求書（繰下げ請求書）を送付しています。

＜繰下げ見込額のお知らせ＞

65歳
老齢年金を

受け取る権利が発生

年金を受け取らない期間（繰下げ待機期間）

75歳
（繰下げ上限年齢）毎年、誕生月に繰下げ見込額のお知らせを

送付しています。
75歳で繰下げの上限年齢となるた
め、年金請求書（繰下げ請求書）
を送付しています。

誕生日月時点で繰下げ請求をした場合
の年金額（年金見込額）を記載してい
ます。

年金見込額は、年金事務所またはねん
きんネットでもご確認いただけます。

繰下げを選択
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＜年金請求書（繰下げ請求書）＞




